
ところときお住まいの地区

美唄市役所１階第１会議室9時～15時
2月 9日（月）、10日（火）市内全域（次のどちらかに当てはまる方）

①年金収入のみの方の還付申告
②収入が無い方の住民税申告

日東福祉会館10時～13時2月 5日（木）日東町、茶志内町、中村町

峰延福祉会館10時～15時2月 6日（金）峰延町、豊葦町、光珠内町

美唄市役所１階第１会議室9時～15時2月16日（月）、17日（火）
大通東南全域、東南全域

ゆたか会館10時～15時2月18日（水）、19日（木）

南美唄コミュニティーセンター10時～15時2月20日（金）南美唄町
美唄市役所１階第１会議室9時～15時2月24日（火）、25日（水）大通西南全域、西南全域

美唄市役所１階第１会議室9時～15時2月26日（木）、27日（金）、
3月 3日（火）

大通西北全域、西北全域

東明西福祉会館10時～15時3月 2日（月）大通東北全域、東北全域、共練町、東明町、
落合町、盤の沢町、我路町

美唄市役所１階第１会議室9時～15時3月 4日（水）～ 6日（金）

美唄市役所１階第１会議室9時～15時3月 9日（月）一心町、進徳町、上美唄町、癸巳町、
北美唄町、沼の内町、開発町、西美唄町

美唄市役所１階第１会議室9時～15時3月10日（火）～16日（月）市内全域（上記日程で都合がつかない方）

令和７年分 確定申告会場のお知らせ
混雑緩和のため、お住まいの地区ごとに期日・会場を設定しました。
設定した日程での申告が難しい場合は、その他の日程で申告することも可能です。
その際、事前の連絡は不要ですので直接会場へお越しください。
土・日曜日、祝日の受け付けは行いません。

【問い合わせ先】
市民部税務課市民税係 62－3139



税務署から確定申告の事前予約に関するお知らせ

税務署では、窓口での確定申告や確定
申告に関する相談を希望する場合、事前
予約を必要としております。

これまで、電話による予約を受け付け
ておりましたが、ＬＩＮＥからも予約が
できるようになりました。

国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントから予
約ができますので、ご活用ください。

【本件に関する問い合わせ先】
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/line/
岩見沢税務署:22－0810


